
北信地域障がい福祉自立支援協議会 議事録 
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部会名  令和 3年度 第２回権利擁護部会 

会議で話し合われた事  

① 他部会の活動状況 

・令和 3年度第１回自立支援協議会は、書面決議で行われる。 

・サービス向上部会では今年度、2回の現場支援者向けの研修会を WEBで開催する予定。 

  

②長野県権利擁護部会の報告 

○各圏域の権利擁護部会の令和 2 年度活動報告 

 ・多くの圏域で新型コロナウイルスの影響が有り、部会等の実施自体が思うようにいかない圏域が多数。すべ

てウェブ会議にした圏域もあった。 

 

・上小圏域の活動 

  差別解消法啓発活動としてイベント「モッシュ！」を開催。 

 

・長野市の活動 

  障がいのある人が安心してサービスを利用できるお店を「やさしいお店」として登録してもらい、障がい者

の社会参加を応援していく「やさしいお店プロジェクト」を開始。 

 

○報酬改訂について 

・障害者虐待防止のさらなる推進の項目において、「従業者への研修実施」が令和 4 年度から義務化にされる

にあたり、一事業所での研修実施が難しい場合もあるため、圏域として研修会を実施する等、部会としても

検討が必要になってくる。 

 

  

③各 PJに分かれて（その後全体共有） 

○啓発・研修 PJ 

 ・部会内研修について頂いた部会員からの意見を整理し、具体的な話から意見交換できるような研修を実施予

定。 

  

○成年後見 PJ  

 ・第 1窓口を対象に成年後見に関するアンケートを 6月実施予定。その後アンケート結果をもとに成年後見に

関する学習会の実施を検討。また、地域課題の把握にもつなげたい。 

  

○差別解消運営 PJ 

 ・昨年度改訂した相談受付票を市町村で使用していく。相談をしてもらえるように広報誌を活用し、周知を行

っていく。内容などは次回検討。 

 

④その他 

・次回の権利擁護部会は 8月 3日火曜日に飯山市役所 4階 3、4委員会室で開催。 

  

・障害を利用とする差別の解消の推進に関する法律の一部改訂について。 

事業者による社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮の提供を努力義務から義務とすること等が

盛り込まれた改正法が 5/28に成立した。施行日は未定。 

 

 

参加者所属機関名等 

北信保健福祉事務所福祉課 中野市福祉課障がい福祉係 中野市高齢者支援課 中野市社会福祉協議会  

飯山市保健福祉課障がい福祉係 飯山市地域包括支援センター 山ノ内町健康福祉課福祉係  

山ノ内町社会福祉協議会 木島平村民生課健康福祉係 木島平村地域包括支援センター  

木島平村社会福祉協議会 野沢温泉村民生課福祉係 野沢温泉村社会福祉協議会 栄村民生課住民福祉係  

栄村地域包括支援センター リーガルサポートながの 北信圏域障害者総合相談支援センター 
 

開催日時 令和 3年 6月 1日（火）10：00~11：00 

本日のテーマ、課題等 
⓵他部会の活動状況      ⓶長野県権利擁護部会の報告     ⓷各 PJに分かれて（その後全体共有)  

⓸その他    


